
　　         　　　　　　　　　ゆっくり飲んで安心帰宅

        貴方の愛車を代行運転致します
　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　料　金　表

  4km未満（注） 　　　1,400円 14km未満 　　　4,700円
  5km未満 　　　1,700円 15km未満 　　　5,000円
  6km未満 　　　2,000円 16km未満 　　　5,400円
  7km未満 　　　2,300円 17km未満 　　　5,700円
  8km未満 　　　2,600円 18km未満 　　　6,000円
  9km未満 　　　3,000円 19km未満 　　　6,400円
10km未満 　　　3,300円 20km未満 　　　6,800円
11km未満 　　　3,600円 　　　以降　1km　400円増し
12km未満 　　　4,000円 注)4km未満は大月1・2・3、御太刀1・2

13km未満 　　　4,300円 　　、駒橋１の出発のみ

　営業時間 　　午後7時30分～深夜3時00分　(受付は2時30分迄)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（状況により変更になる場合あります）

　迎車料金 　　一切なし(大月・都留出発のみ)

ｷｬﾝｾﾙ料金 　　1,000円～(到着してのキャンセルの場合)

 スズラン運転代行
御用命は　                        〒401-0005　大月市賑岡町浅利1186番地7

     ☎ 0554-20-1515
　　　　　山 梨 県 公 安 委 員 会 認 定　第４７-０１２５号
優 良 運 転 代 行業者 評価認定委員会  優良認定　第２７-１１６号

警察庁・国土交通省認可　ジェイ・ディ共済共同組合加入(代行保険)

　               　　(対人・無制限 ： 対物・１億円 ： 車両・５００万円)

　　         　　　　※随伴車には乗車出来ません

白タク類似行為の禁止（運転代行はタクシーではありません!）

　※代行業者がお客さんを随伴用自動車(業者の車)に同乗させることは法律で禁止されています。

　　　(白タク行為となります)

　※　飲食店から駐車場までのわずかな距離であっても同乗させることはできません。

　※利用者(お客様)を飲食店に迎えに行き、飲食店から利用者が車を止めた場所まで、随伴用

　　　自動車(業者の車)に利用者(お客様)を乗せていくことはできません。

　※　お客さんも随伴用自動車への同乗を要求してはいけません。

【道路運送法第4条第1項違反】(罰則3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)　
  ※自動車運転代行業は、あくまでも自動車の利用者に代って運転行為を行うことを業としている
   　ことから、随伴用自動車(業者の車)でお客様を運ぶことはできません。


